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この方針は、長野県内の建築物及び土木施設等において、積極的に県産材の利用を促
進するため、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進
に関する法律（平成22年法律第36号。以下「法」という。）第11条第１項の規定によ
り、国が定めた建築物における木材の利用の促進に関する基本方針（令和３年木材利用
促進本部決定）に即して、同条第２項に掲げる必要な事項を定めるとともに、信州の豊
かな森林と環境を守る県産材利用促進条例（令和７年３月条例第４号。以下「条例」と
いう。）第13条の規定に基づき、県産材の利用の促進に関する基本的な方針及び施策
を定め、「長野県森林づくり指針」（注１）が目指す総合的な目標の実現に資するもの
とする。

１ 目的

【国】
脱炭素社会の実現に資する等のため
の建築物等における木材の利用の

促進に関する法律

信州の豊かな森林と環境を守る
県産材利用促進条例

長野県内の建築物等における県産材利用方針

第11条に基づく※ 第13条に基づく

長野県森林づくり指針

【国】
建築物における木材の利用の

促進に関する基本方針

目標の実現

即して※

1

※本方針中の４－１・２・４・８・９・10及び５については、法第11条に基づき、国が定
めた建築物における木材の利用の促進に関する基本方針（令和３年木材利用促進本部決定）
に即して定めるもの。



２ 定義

(1) 県産材 県内で生産された木材をいう。

(2) 建築物
建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定
する建築物をいう。

(3) 公共建築物 法第２条第２項に規定する公共建築物をいう。

(4) 土木施設
河川施設、砂防施設、道路施設、上下水道施設、公園施設、
土地改良施設、治山施設等をいう。

(5) 公共土木施設
地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する土木施
設をいう。

(6) 森林所有者
権原に基づき森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成す
ることができる者（国及び市町村を除く。）をいう。

(7) 林業事業者
森林施業（造林、保育、伐採その他の森林における施業を
いう。）の事業を行う者をいう。

(8) 木材産業事業者
製材その他の木材の加工（条例第17条において「木材の加
工」という。）又は木材の流通の事業を行う者をいう。

(9)   建築関係事業者 建築物の設計又は施工の事業を行う者をいう。

(10) 土木関係事業者 土木施設の設計又は施工の事業を行う者をいう。

(11) その他事業者
林業事業者、木材産業事業者、建築関係事業者及び土木関
係事業者以外の事業者をいう。

１ この方針において、次に掲げる用語の意義は、条例第２条の各項に定めるところに
よる。

２ この方針において、条例第２条に定めのない用語の意義は、以下のとおりとする。

(1) 公共建築物等 公共建築物及び公共土木施設をいう。

(2) 木造化
建築物の新築、増築又は改築に当たり、構造耐力上主要な
部分である壁、柱、梁、桁、小屋組等の全部又は一部に木
材を利用することをいう。

(3) 木質化
建築物の新築、増築、改築又は模様替にあたり、天井、 床、
壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する
部分に木材を使用することをいう。
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３ 現状と課題

本県の木材生産量は、令和６年（2024年）に65万７千ｍ３と平成26年（2014年）

以降増加傾向にあります。需要面では合板用材の国産材へのシフトやＦＩＴ法による木
質バイオマス発電所向けの燃料用チップ需要の急増が主な要因となっていますが、令和
4年（2022年）以降、製材用材は減少傾向となっており、引き続き、住宅・非住宅分野
等での利用拡大を進めていく必要があります。

供給面では施業の集約化、路網の整備、高性能林業機械等の導入といった林業経営基
盤の強化により、生産力が飛躍的に増強されたことが背景にあります。今後は、国際的
な木材需給情勢の変動に左右されにくい県産材の流通体制の構築と県内製材工場の活性
化が重要な課題となっており、併せて「都市（まち）の木造化推進法」による建築物へ
の木材利用を進めていくための市場流通性の高い木材製品の供給が必要となっています。
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３ 現状と課題

これまで県産材需要の多くを占めてきた住宅建築については、少子化高齢化等の進展

に伴い、今後大きな増加を見込むことは難しい状況です。こうしたことから、住宅建築
等に加え、公共建築物や民間建築物の非住宅分野における県産材の需要拡大を併せて進
めていくことが重要です。

また、県産材をはじめとした木材は、脱炭素社会実現のための二酸化炭素を固定する
という観点や、プラスチック等の石油由来製品の代替となるという観点から、人々の生
活の様々な場面において、木材や木材由来の製品を利用する取組を広げていくことも重
要です。

（単位：戸）
木造住宅の工法別着工戸数の推移

（単位：年）

出展：住宅着工統計（国土交通省）

身近な製品のウッドチェンジ例

「ウッドパイロン」
プラスチック製から木製へ

（県産カラマツ及びエンジュを使用）

4

非住宅分野での県産材利用例

「美容室の木造化」
多くの県民の皆様が利用する民間
施設等での県産材利用を推進



４－１ 県による県産材の率先利用

１ 県が行う公共建築物及び公共土木施設の整備等に当たっては、可能な
限り木材を使用した方法を採用し、条例の趣旨を踏まえ、使用する木材
は、次の各号に掲げる場合を除き県産材とする。

（１）法令の規定等により県産材の使用を指定できない場合
（２）県産材による供給が困難である場合
（３）その他相当な理由により県産材の使用が適当でない場合

２ 県は、県産材製品の利用及び県産材の木質バイオマスとしての利用を
促進するため、県が整備する公共建築物において、その活用を進めるも
のとする。

方針

１ 公共建築物
（１） 公共建築物の木造化の推進

ア 県が木造化を積極的に推進する施設は、県が整備する広く長野県民の利用に供
される社会教育・体育施設・文化施設、保健・衛生施設、社会福祉施設、教育・
研修施設、行政施設、住宅施設、研究施設及びその他の施設とします。

イ 県が整備する建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物等とす
ることが求められていない公共建築物においては、次の各号に該当する場合を除
き、木造化するものとします。

（ア） 法令の規定、施設の設置基準等により木材の使用が適当でない場合
（イ） その他総合的な判断により木材の使用が適当でない場合

なお、木造と非木造の混構造（部材単位の木造化を含む。）とすることが、耐
火性能や構造強度の確保、建築設計の自由度等の観点から合理的な場合もあるこ
とから、その採用も積極的に検討しつつ木造化を推進するものとします。

ウ 県が整備する建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物等とす
ることが求められる公共建築物であっても、木材の耐火性等に関する技術開発の
推進や木造化に係るコスト面の課題の解決状況等を踏まえ、木造化が可能と判断
されるものについては木造化に努めるものとします。

施策

４ 基本方針及び施策

条例第３条に掲げる３つの基本理念を達成するため、条例第13条の規定による基

本方針として、県産材の利用の促進に関する方針及び施策を次のとおりとする。
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（２） 公共建築物の木質化の推進
ア 県が整備する公共建築物については、木造により整備する場合はもとより、木

造化できない場合にあっても、次の各号に該当する場合を除き、木質化するもの
とします。

（ア） 法令の規定、施設の設置基準等により木材の使用が適当でない場合
（イ） その他総合的な判断により木材の使用が適当でない場合

イ 県が、重点的に木質化を推進する施設は、広く長野県民の利用に供される施設
とし、重点的に木質化を推進する箇所は、居室、エントランスホール、ロビー・
廊下及びこれらに準じた箇所とします。

（３） 公共建築物の木造化・木質化の検討
県が行う公共建築物の整備においては、施設の基本計画（構想）策定前に、原則

として、「県産材利用促進連絡会議（注２）」において施設の木造化・木質化を進
める方向性について検討を行ったうえで施設の整備を進めるものとします。

（４） 公共建築物の整備における工法
県が行う公共建築物の整備においては、環境負荷の大きい工法を減らし、環境に

配慮した工法を取り入れるものとします。

（５） 公共建築物に使用する木材
県産材の使用に当たっては、製材の日本農林規格等に適合すると認められ格付け

されたJAS製材品、信州木材認証製品センター（注３）の信州木材認証製品（注
４）又は同等品以上の品質・規格・性能を有するものの使用に努めるものとします。
また、新たに開発された木質部材等の使用についても配慮するものとします。

２ 公共土木施設
（１） 公共土木施設の木材利用の推進

ア 県が行う公共土木施設の整備においては、脱炭素社会の実現に向け、環境に
配慮した自然共生型の工法のうち、木材の特性を考慮した木材利用工法を積極的
に採用します。

イ 県が、重点的に木材利用を推進する工法については、木製(残置)型枠工、柵工、
筋工、沈床工、丸太基礎杭工、階段工、仮設工等とします。

ウ 県は、工事標識・看板等の工事用仮設物について、積極的に県産材を取り入れ
るとともに、新しい木材加工技術の活用など、公共土木施設における木材の新し
い利活用に取り組むものとします。

３ その他
（１） 家具・備品・調度品等への木材利用の推進

県が公共建築物に導入する家具・備品・調度品等は、木材製品の利用を基本とし、
可能な限り県産材製品の利用に努めるものとします。

（２）木質バイオマスの利用
県は、公共建築物へ暖房機器やボイラーを設置する場合は、木質バイオマスを燃

料とするものの導入に努め、使用する燃料は、県産材由来のものとします。

施策
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４－２ 建築物における県産材の利用の促進

県は、市町村や民間事業者等が整備する公共建築物に加え、木造住宅
をはじめとする公共建築物以外の建築物における県産材の利用を促進す
るため、必要な財政上の措置を講ずるほか、利用促進につながる情報提
供や技術的な助言などを行うものとする。

方針

１ 公共建築物での県産材の利用促進
（１） 県は、市町村、一部事務組合及び広域連合（以下「市町村等」という。）並び

に民間事業者が整備する公共建築物における県産材の利用が促進されるよう以下
の取組を進めます。

ア 公共建築物における県産材を使用した木造化・木質化等の取組に対して支援
を行います。

イ 木造公共建築物における県産材の利用実態を把握し、利用状況等の情報提供
を行います。

ウ 木造化・木質化に関する法令の整理・共有及び技術的な助言や県産材の利用

に関する情報提供等を行います。
エ 公共建築物の建築計画の把握を行うとともに、県産材等に関する知識等を有

する者を信州ウッドコーディネーターとして配置し、県産材の利用に係る助言
などの支援を行います。

（２） 県は林業事業者・木材産業事業者の団体等と連携し、市町村等に対し、条例の
趣旨を踏まえた県産材の利用が進むよう協力を求めてまいります。

２ 公共建築物以外での県産材の利用促進
県は、木造住宅をはじめとする公共建築物以外の建築物における県産材の利用が促

進されるよう、特に脱炭素化にも配慮しつつ以下の取組を進めます。
（１） 住宅

ア 県産材を使用した住宅の建築等に対して支援を行います。
イ 長野県産材ＣＯ２固定量認証制度（ＥＣＯＣＯ）（注５）など県産材利用に

よるメリットの見える化の取組を通じ、住宅の建築における県産材利用が進む
よう、関係者と連携して取り組みます。

ウ 木材産業事業者や建築関係事業者が連携し、施主などのエンドユーザーを対
象とした県産材を使用した住宅の良さを普及させる取組等に対して支援を行い
ます。

施策
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（２） 住宅以外
ア 多くの県民が訪れる普及効果の高いモデル的な民間建築物における県産材を

使用した木造化・木質化等の取組に対して支援を行います。
イ 新たな建築部材や設計・施工に関する先進的な技術の普及等を進めてまいり

ます。
ウ 民間事業者による大規模建築の計画等を把握した場合は、必要に応じ信州

ウッドコーディネーターによる助言などの支援を行い、県産材の利用につなげ
ます。

３ 県が補助する建築物における県産材の利用の推進
県は、建築物の補助に当たっては、補助事業の事業主体や建築主の理解を求め、可

能な限り県産材が積極的に利用されるよう配慮するものとします。

４ 建築物木材利用促進協定の活用
県は、法第15条に定められている建築物木材利用促進協定制度について、建築物に

おける木材利用の取組が進展するよう、建築主となる事業者等に対し同制度の積極的
な周知を行います。

また、県が建築物木材利用促進協定を締結した場合には、協定の内容等をホーム
ページ等で公表し、協定に定められた取組方針に即した取組を促進するため、協定締
結者に対し技術的な助言や情報提供を行うとともに、協定に基づく取組の情報発信を
行います。

施策

県産材を使用した民間建築物

ＯＹＡＫＩ ＦＡＲＭ（長野県長野市）
＜施設概要＞

構 造：木造２階建て
規 模：延べ面積1,664ｍ２

県産材使用量：395ｍ３

主な使用樹種：スギ、ヒノキ

建築物木材利用促進協定とは

事業者等が国又は地方公共団体と協
働・連携して木材の利用に取り組む
ことで、民間建築物における地域材
の利用を促進し、川上から川下まで
が連携した木材の安定的な供給体制
の構築を図るとともに、脱炭素社
会・持続可能な社会の実現を目指し
締結するものです。

写真：© takeshi noguchi

森林・木材・建築３団体との協定締結
（R7.5.26) 8



４－３ 建築物以外における県産材の利用の促進

１ 県は、県以外が実施する土木施設における県産材の利用を促進するた
め、必要な財政上の措置を講ずるほか、利用促進につながる情報提供や
技術的な助言などを行うものとする。

２ 県は、県産材製品の利用及び県産材の木質バイオマスとしての利用を
促進するため、必要な財政上の措置を講ずるほか、利用促進につながる
情報提供や普及啓発などを行うものとする。

方針

１ 県以外が実施する土木施設での県産材の利用促進
（１） 県は、市町村等が整備する公共土木施設における木材利用が促進されるよう、

県産材を利用した施工事例等の情報提供を行います。
（２） 県は、民間事業者が整備する土木施設における県産材の利用が進むよう、公共

土木施設における県産材の施工事例の提供や技術的な助言等を行います。

２ 県産材製品及び木質バイオマスとしての利用促進
（１） 県は、県産材を使用した調度品など県産材製品の利用が幅広く進むよう、自ら

の利用実績の情報の発信に努めるほか、展示会やＳＮＳ等を活用した情報発信を
行います。

（２） 県は、多くの県民が利用する施設等における木質バイオマスを燃焼する機器の
導入や木質バイオマスの安定供給の取組等に対して支援を行うとともに、木質バ
イオマスの利用促進に係る普及啓発として、展示会やＳＮＳ等を通じた情報発信
を行います。

施策

ＳＮＳを活用した木質バイオマスに係る普及啓発

県では、木質バイオマスの利用促進のため、薪・
ペレット生産の取組や薪・ペレットストーブのあ
る暮らしなどを紹介した動画を公開するなど様々
な媒体を通じて、情報発信をしています。

長野県林務部Youtube
「自然由来のぬくもりいかがですか？」

9



４－４ 県産材の安定供給の促進

県は、県産材の安定的かつ持続的な供給確保のための森林資源の循環
利用及び県産材の加工・流通体制の整備を進めるため、必要な財政上の
措置を講ずるほか、関係者間の連携促進や品質向上のための技術的な助
言などを行うものとする。

方針

１ 原木の安定供給
県は、県産材需要に対し、確実に供給されるよう、森林所有者及び林業事業者等の

関係者の協力を得つつ、林業経営に適した森林における適正な主伐と主伐後の再造林
や、間伐等が必要な森林における森林整備を推進することにより、計画的な原木の安
定供給と森林資源の循環利用を図ってまいります。

県産材利用者等のニーズに対応した高品質で適正な価格の木材の供給を促進すると
ともに、その品質等に関する正確な情報の提供等を進めてまいります。

また、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成28年法律第48
号）第２条第２項に規定する合法伐採木材等の円滑な供給の確保を図るための取組を

進めてまいります。

２ 加工・流通体制の整備
県は、木材加工流通施設の整備により、品質が確かで価格競争力のある県産材が安

定的かつ持続的に供給されるよう支援を行うとともに、信州木材認証製品センターの
信州木材認証製品の普及や、ＪＡＳ認証の取得が進むよう支援を行うことなどにより、
県産材の品質の確保・向上、安定供給を図ってまいります。

施策

信州木材認証製品制度の主な基準

主な認証の基準
含水率 柱・梁桁などの構造材：20％以下

（芯持ちのマツ類は15%以下）
敷居・鴨居などの造作材：18%以下
（芯持ちのマツ類は15％以下）信頼のブランド認証マーク

信州木材認証製品センターが認め
る基準をクリアした製品のみ表示
される信州木材認証製品の証です。 10



県は、県産材利用に関する地域の関係者間の連携を促進することで、
地域の特徴を活かした産地形成につなげるほか、地域に根差した木工製
品・家具等の県産材製品の普及啓発などを行うものとする。

本県はスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツ、広葉樹といった多様な樹種が、県内各
地域の気候や特性に応じて生育し県産材として生産されています。こうした地域ごと
の県産材について、川上から川下までの関係者が連携して行う付加価値向上や供給量
の拡大などの取組に対し、情報提供や需要者とのマッチングなどにより県産材の産地
づくりを図ってまいります。

また、木曽地域のヒノキやサワラ等を活用した桶、樽などの木製品、伊那地域のア
カマツを活用した経木、県内各地のカラマツや広葉樹を活用した家具などに代表され
る多様な樹種を活用した県産材製品についても、展示会の開催支援やホームページ等
での一元的な情報発信などを通じ、普及啓発を図ってまいります。

施策

本県を代表する針葉樹と広葉樹

カラマツ
東信地域に多く、芯材
は褐色で梁、土台、集
成材、合板等で利用さ
れている。

スギ
北信、南信に多く、一
般住宅の建築材として
多く利用されている。

ヒノキ
木曽ヒノキが有名、柱、
造作材等、土台等利用

されている。

アカマツ
中信地域に多く、梁、
桁、土台等に利用され
ている。

４－５ 県産材及び県産材製品の産地づくり

方針

11

ナラ
（コナラ、ミズナラ）
県内全域にあり、家具及
び建具全般、フローリン
グ等に利用されている。

写真：オフィスエム
県内にはナラ以外にも多くの種類の広葉樹
が生育しており、それぞれの特性に応じて
家具や木工品等に利用されている。



県は、県産材及び県産材製品について大都市圏等における販路拡大を
進めるため、必要な財政上の措置を講ずるほか、関係者間の連携促進や
情報の把握・共有、普及啓発などを行うものとする。

県産材に関する豊富な知識・経験を持つ信州ウッドコーディネーターによる顧客
ニーズの把握や新たな木材需要先の開拓等の取組に加え、木材産業事業者等と連携し
て取り組むＳＮＳを活用した広報活動や、展示会出展による県産材のＰＲ等を通じ、
大都市圏等における県産材の販路拡大を進めます。

また、県内における県産材の生産・流通状況や県内外の需要動向の把握に努めると
ともに、木材産業事業者等との情報共有により、効果的な販路拡大に資する取組を進
めます。

施策

４－６ 県産材の販路拡大

方針

取組状況

展示会でのPR
（モクコレ2024＋）

信州ウッドコーディネーター
による製品説明

県HPでの情報発信
「NAGANO WOODポータル」
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https://www.pref.nagano.lg.jp/
mokuzai/portal/nagano_wood_p
otal_home.html

https://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/portal/nagano_wood_potal_home.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/portal/nagano_wood_potal_home.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/mokuzai/portal/nagano_wood_potal_home.html


県は、県産材の利用による温室効果ガスの排出削減量や固定量を認証
する取組を通じ、脱炭素化の取組やその普及を進めるため、情報提供や
普及啓発などを行うものとする。

脱炭素化社会を実現するためには、排出される温室効果ガスの量を可視化する「見
える化」の取組が不可欠です。
県は、長野県産材CO2固定量認証制度（ＥＣＯＣＯ）に基づき、県産材の使用量に

応じた二酸化炭素の固定量を定量的に評価し、地球温暖化の防止や地域の森林整備、
環境保全への貢献度を数値で「見える化」する取組を引き続き、進めます。

また、SHK制度（温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの算定と国
への報告を義務付け、国が公表をする制度）における木材利用の取り扱いをはじめと
する国の動向を注視しながら、国の制度に応じて 長野県産材CO2固定量認証制度に

よる取組がより効果的なものとなるよう、制度の改善及び普及啓発等を進めてまいり
ます。

なお、県は、長野県グリーン購入推進方針（注６）に定められている木材及び木材
を原料として使用した製品については、この推進方針に即した調達を進めてまいりま
す。

施策

４－７ 県産材の利用による脱炭素社会に向けた取組の推進

方針

長野県のCO2吸収量・固定量認証制度

森林の持つ二酸化炭素吸収源としての機能や木材の炭素固定等を定量的に評価し、
企業等の社会貢献活動とつなぎ、健全な森林づくりを進めます。

13



県は、林業・木材産業に関する新技術の研究開発やその導入及び情報
の収集に取り組むとともに、その成果の普及に当たっては、必要な財政
上の措置を講ずるほか、関係者間の連携促進、情報提供や普及啓発など
を行うものとする。

県は、県内の林業事業者、木材産業事業者及び建築関係事業者等からの要請を踏ま
え、木材乾燥の高効率化や強度向上を含む技術開発を推進し、県産材の品質・性能の
向上及び付加価値の向上に向けた研究を進めます。

また、森林資源の循環利用を図るため、低密度植栽や成長などに優れた苗木の植栽
といった施業の省力化を図るための研究にも取り組みます。

さらに、県自らの研究に加え、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合
研究所など他の研究機関の成果も含め、その技術を必要としている関係者へ効率的に

普及を進めてまいります。

施策

４－８ 研究開発等

方針

林業総合センター木材部の試験研究成果

林業総合センター木材部の研究成果
https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyosogo/soshiki/mokuzaibu.html
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【木材乾燥技術】
木材を人工乾燥する際、特に心持ち材では材面割れを防ぐ

ことが難しく、従来は柱材に背割りを入れる方法が一般的で
した。木材部では、この課題を解決するため、材面割れを抑
制する「高温セット法」を平成10年に開発。この技術は、木
材を高温低湿で一定時間処理し、表面応力を固定することで
材面割れを防ぐものです。現在では、カラマツに限らずス
ギ・ヒノキの心持ち柱材にも適用され、全国的に普及し、主
流技術となっています。

その後、高温乾燥による内部割れの課題（H23）や高温で
乾燥することにより強度が落ちる熱劣化の課題（R4）など、
業界が求める品質とコストのトレードオフに対応した研究を
続けています。

https://www.pref.nagano.lg.jp/ringyosogo/soshiki/mokuzaibu.html


県は、県産材利用に関する助言や支援ができる専門人材や、その他の
県産材利用促進に関わる人材の確保・育成を進めるため、必要な財政上
の措置を講ずるほか、関係者間の連携促進や技術的な助言などを行うも
のとする。

県産材の利用を促進するためには、林業事業者、木材産業事業者及び建築関係事業
者などによる連携した取組が必要です。

県は、非住宅分野の建築に関わる設計士・工務店を対象とした県産材に係るセミ
ナーを開催するとともに、信州ウッドコーディネーターの活動等を通じた県産材の需
要と供給のマッチングなどの取組の成果を情報共有することなどにより、連携体制を
構築できる人材を育成します。

また、県産材利用の意義を理解し、すでに住宅建築に県産材を利用している設計
士・工務店の活動を横展開することで、新たに県産材を積極的に利用する人材の育成

に取り組みます。

施策

４－９ 人材の確保及び育成

方針

○ 人材育成に係る取組事例

15

研修１
森林・林業や県
産材の特性等に
ついての説明

研修状況

研修２
建築士や大学教
授等による講演

屋外研修

視察１
木材市場等視察

視察２
製材工場等視察

県では、林業事業者や建築関係事業者等を対象とした県産材の利用に係る研修を
開催し、森林整備体験や木材市場及び製材工場等での流通・加工状況の視察等を通
じて、県産材利用の推進につながる学びの場を提供しています。



       県は、木育をはじめとする県産材利用に関する普及啓発等に関して、
必要な取組を進めるとともに、必要な財政上の措置を講ずるほか、関係
者間の連携促進や情報共有などを行うものとする。

県産材利用を進めるためには、県民の皆様に県産材を利用することの意義を理解し
てもらう必要があります。

県は、木に親しみ、木の良さについて理解を深める機会を創出するため、木材産業
事業者等と連携し、子どもをはじめとする県民向けの県産材利用の意義を学ぶための
イベントの開催や、事業者向けのフォーラム等を開催するとともに、県産材をＰＲす
るためのロゴマーク及びキャッチフレーズやＳＮＳ等を活用して、県産材利用の促進
につながる普及啓発及び木育などの森林環境教育を積極的に行うとともに森林環境教
育を実践できる指導者の養成を進めてまいります。

また、法第９条に規定される木材利用促進の日（10月８日）及び木材利用促進月間
（10月１日～31日）を中心に、木材産業事業者等が連携し、イベントやＳＮＳ等の
各種媒体における情報の発信など通じて、県産材の利用を促進します。

施策

４－10 普及啓発

方針

県産材「ロゴマーク・キャッチフレーズ」（令和７年３月21日決定）
       

県産材を多くの方に知ってもらい、県産材を選んでいただく
ためのシンボルとしてのロゴマーク・キャッチフレーズ（以下
「ロゴマーク等」という。）の公募を行い、応募のあった86
点の審査の結果、左のとおりロゴマーク等を決定しました。

今後は、消費者の方が一目で県産材を使った商品であること
がわかるよう様々な製品に使用することで、県産材の利用を促
進していきます。

家のシルエット（輪郭）の中に幹と枝を組み合わせ、窓の外
に太陽（または月）が浮かび穏やかな暮らしを育んでいる「暮
らしごこち」を表現し、色彩は空と木々の緑と大地を象徴して
います。
「NAGANO WOOD PRODUCT」の文字を組み合わせ県産材の
製品であることを示しています。
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    県は、竹材や精油などの木材以外の林産物の利用を促進するため、必
要な財政上の措置を講ずるほか、利用促進につながる情報提供や技術的
な助言などを行うものとする。

森林の多面的利用を推進していくためには、竹材の生活用品としての利用や木炭、
漆などの林産物の利用を促進していく必要があります。

県は、里山周辺で竹林整備を行っている地域に対する支援や木材以外の林産物の利
用促進に係る助言等を行ってまいります。

また、樹皮、樹脂等から抽出した精油など、食用に供される以外の林産物が、様々
な用途の素材として利用が可能となるよう研究及び技術の開発・普及促進を進めてま

いります。

施策

４－11 木材以外の林産物の利用の促進

方針

○ 地域における竹材の活用事例（安曇野市）

○ 山の香りを身近に感じられる取組
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安曇野市清水地区では、かつて利用されてい
た竹林等の手入れが進まず荒廃が懸念されてい
たことから、地域住民等20名による「清水里山
整備協議会」を立ち上げて竹林整備を行うとと
もに、伐採した竹については、竹炭として有効

利用しています。 竹林整備 竹炭づくり

森林整備による伐採現場で発生する林地残材
を有効活用するための一つの方法として、精油
して活用する取組が進んでいます。

精油とは、植物に含まれる香り成分を抽出し
た液体で、リラクゼーションなどの機能を有し、
芳香剤や入浴剤として、日常的に使用されてい

ます。 県産材製品展示会での精油ＰＲ



県は、県産材の円滑な利用を推進するとともに、市町村や民間等にお
ける県産材の利用を促進するため、県産材利用促進連絡会議を設置する
ものとする。

県は、県産材利用促進連絡会議において、県産材利用方針の検討、県産材利用の促
進を図るための施策及びその進行状況についての検討などの協議を行います。

連絡会議内に幹事会を設け、具体的事項を調査研究や部会による県産材利用に関す
る事項の検討を行います。

連絡会議において、県内における公共建築物等の整備における県産材を含む木材の
利用状況の実績を把握・評価を行い、部局間の連絡調整、県産材利用の促進に向けた
施策の検討を行います。

また、県内における公共建築物等の整備における県産材を含む木材利用状況、木材
利用の促進に資する有益な情報や優良事例並びに協定の内容等を毎年取りまとめ、県
ホームページ等で公表します。

施策

５ 推進体制等

方針
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６ 用語について

（注１）長野森林づくり指針
県の森林づくりに関する施策の基本的な展開方法を定めたもの。森林の若返

りや担い手の確保・育成等の視点を強化するとともに、県産材の利活用等を通
じた地域の林業・木材産業の活性化等を図ることとしている。

（注２) 県産材利用促進連絡会議
昭和61年に発足。循環型社会の構築と長野県の森林を育み、地域を生かす

地産地消による県産材の利用促進のための施策の検討と実現を図る組織。副知
事を会長とする。

（注３）信州木材認証製品センター
県産材製品を良質な製品としての安定供給とその需要拡大を目的に、林業・

木材産業関係団体により設立された団体
（注４）信州木材認証製品

信州木材認証製品センターが定める、乾燥、品質、寸法の一定の基準をクリ
アし、樹種(銘柄名)、含水率(乾燥方法)、寸法、製造社名等が表示された製品

（注５）長野県産材ＣＯ2固定量認証制度
木材が貯蔵している二酸化炭素の量を算定・認証することで、木材利用の地

球環境への貢献度を「見える化」する制度で、県産材を使用した公共工事や個
人住宅、企業の木質化、木製品等を対象としている。

（注6）長野県グリーン購入推進方針
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100

号）第10条第１項の規定により、県が事業者として率先してグリーン購入を推
進するために必要な事項を定めたもの。

木材については、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に
照らして手続きが適切になされた材であることとしている。
(グリーン購入)

環境負荷の少ない持続可能な社会を目指し、物品や役務を調達する際に、品
質や価格だけでなく環境に配慮した物品を優先的に購入すること。

７ 附則

この方針は、 平成16年４月１日 から適用する。
変更 平成22年12月13日
変更 平成24年３月22日
変更 平成25年３月25日
変更 平成29年10月31日
変更 令和４年３月25日

変更 令和８年○月○日
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